
平成２７年４月１６日 

平成２７年度 「８校ブロック」小中連携事業計画  

月 日 曜 内容・時間・会場 参加担当者 分 担  

４  １ ６  木  
８校ブロック校長会  
（連携事業、年間予定、相互評価等の確認）  

１６：００～幹事校 

校長  幹 事 校 長  

４  ２ １  火  

年間予定の確認 
（中期学校運営方針  ・各種プラン・生活のきまり

・スタンダード等持ちより）、学校だより・職員

顔写真の交換確認、領域話合い、合同授業研究会

に向けて         １６：００～幹事校  

小中連携担当者 
教務主任・副校長 

 
幹 事 校  

６  １ ６  火  
【児童・生徒指導の一層の充実①】 
新入生情報交換 １６：００～各中学校にて  

旧６年担任 
中１担任 

各 中 学 校  

６  １ ８  木  

人権教育ブロック交流会 （人権推進校） 
（ 会 ） す す き 野 小   （ 司 ） あ ざ み 野 中  

（ 渉 ） あ ざ み 野 第 一 小 （ 記 ） す す き 野 中  

１ ６ ： ０ ０ ～ す す き 野 小 に て  

人権担当・管理職 渉 外 担 当  

６  １ ８  木  
小中一貫教育全般について 
合同授業研の確認  １６：００～幹事校 

小中連携担当 幹 事 校  

７  ２  木  

【授業改善の推進と学力向上①】 
中学校授業公開と事後研（領域ごとの情報
交換）  領域（道徳、特活、総合）  

５校時～ ２中学校にて 

全職員 各中学 校  

９ ７  月  

【授業改善の推進と学力向上②】 
各教科＋養護＋特別支援教育（含個別級）  
（領域ごとの情報交換）ごとの情報交換  
小学５年生中学校授業見学について  

 
教科担当  

小中連携担当 
幹 事 校  

１０ １ ６  金  
【児童・生徒交流①】全市共通日 
 小学５年生中学校授業見学 
 学区中学校へ 

小中連携担当 
５年生担当 

各 中 学 校  

１１ １ ０  火  

【児童・生徒指導の一層の充実②】 
 小中一貫教育全般について  
 生徒会説明について 

児童・生徒指導関係 １６：００～幹事校 

小中連携担当 
児童・生徒指導 

担当 
幹事校 

１２ １ ０  木  

【児童・生徒交流②】  
中学校生徒会の説明（荏子田、黒須田小）  
 
人権教育ブロック（人権標語の確認）すす小 

特活（生徒会）担当 
小中連携担当  

人権担当 

中 学 校  
 

渉 外 担 当  

１ ７  木  
小中一貫教育全般について（部活動見学の確認） 
中学進学に関わる小中間事務確認 

１６：００～幹事校 

小中連携担当 
６ 年 担 当  

中 学 校 専 任  
幹 事 校  

１  １ ４  木  
８校ブロック校長会  
（連携事業の総括および次年度の取組課題
の検討、相互評価等） １６：００～幹事校 

校長 幹 事 校 長  

２  １  月  

【児童・生徒交流③】   
中学校生徒会の説明（部活動見学前）  
 （ 第 一 ・ 第 二 ・ 嶮 山 ・ す す き 野 小 ） 
６小学校６年生中学校訪問（部活動見学） 

特活（生徒会）担当 
６年担当者  

各 中 学 校  

２  ３  水  
連携事業のまとめと次年度の計画立案 
        １６：００～幹事校 

小中連携担当 
教務主任 

幹 事 校  

２ １ ８  木  
次年度の連携事業の計画確定 
小 中 一 貫 教 育 推 進 ブ ロ ッ ク 内 相 互 評 価
          １６：００～幹事校 

小中連携担当 
教務主任 

幹 事 校  

 
○ 幹 事 校 （ ８ 校 で 輪 番 ）  

3 2 年 度  3 3 年 度  2 6 年 度  2 7 年 度  2 8 年 度  2 9 年 度  3 0 年 度  3 1 年 度  

あ ざ み 野

中  

あ ざ み 野

第 一 小  

荏 子 田 小  

 

嶮 山 小  あ ざ み 野  

第 二 小  

黒 須 田 小  す す き 野

小  

す す き 野

中  

○ 教 科 ・ 領 域 の 話 し 合 い の 前 に 、 小 中 担 当 者 会 を 入 れ る 。  
○ 合 同 授 業 研 究 会 後 に 、 各 校 で 報 告 会 を 行 う よ う に す る 。  
○ 次 年 度 の 計 画 立 案 の 際 に 、 各 校 の 宿 泊 行 事 等 と 重 な ら な い よ う 留 意 す る 。  
○ ２ ７ 年 度 の 中 学 校 授 業 発 表 に つ い て は 、 ４ ／ ２ １ の 担 当 者 会 議 で 決 定 す る 。  


